
 
団体名 北広島町 所 属 建設課 他団体等 

との連携 個人・団体（農業法人等） 
連絡先 農林土木係 (050)5812-1860 

 
取組事例名 北広島町地域施工支援事業 取組期間 平成２４年４月～ 

 

取組の概要 ～ 北広島町における地域施工支援事業の取組 

 国又は県の補助対象事業とならず，受益者が比較的少ない町道，農道，林道，公共性の高いかんがい

施設などの改良や修繕等を，地域の方が行う場合に，１事業につき１０万円を限度とした補助金の交付

又は原材料を支給する制度を設け，地域の生活環境の維持及び改善を図っている。 
取組の背景 ～ 被災施設及び老朽化施設の復旧 

 近年は，局地的集中豪雨での被害が多く発生しており，災害復旧事業で復旧はしているが，国又は県

の補助対象事業とならない被災箇所もあり，そのまま放置されている状況もある。 
老朽化した施設や崩れたままの施設の放置は，豪雨等の際に，地域に重大な被害をおよぼす危険性が

ある。 

取組のねらい ～ きめ細やかな地域要望への対応 

 地域の道路及び水路等の維持修繕を支援することにより，きめ細やかな地域要望への対応が可能とな

る。また，地域住民が主体となり，施工方法を話し合い，協力することで，地域のまとまりや個々の維

持管理に対する意欲の向上につなげる。 

取組の具体的内容 ～ 各事業への支援 

１ 事業採択基準                   ２ 事業フローチャート 
（１）工事費に対する補助 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
（２）原材料支給 

ア 受益戸数が２戸以上であること 
イ 施設の機能を損なわない工事であること 

   
 
３ 事業実施事例（水路） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象事業 事業の内容 補助率 採択基準

道路
橋梁

新設･改良･修繕
舗装･災害復旧

５割
・工事費が１０万円以上
・幅員が１．２ｍ以上
・受益戸数が２戸以上

新設･改良･修繕 ４割

災害復旧 ５割

農地 災害復旧 ５割 ・工事費が１０万円以上

土地改良 改良・修繕 ４割
・一戸当たりの工事費が１０万円以上
・換地処分登記完了後３年を経過した
 日以降の農地であること

治山 災害復旧 ５割 ・工事費が１０万円以上

水路
頭首工
ため池

・工事費が１０万円以上
・受益戸数が２戸以上

個人・団体 
（申請書提出） 

町 
（採択） 

個人・団体 
(工事着手･完了届提出) 

町 
（検査・交付決定） 

町 
（補助金支払い） 

【補助金制度】 

個人・団体 
（申請書提出） 

町 
（採択） 

町 
(指定材料発注･指示) 

個人・団体 
(工事着手･完了届提出) 

町 
(業者への支払い) 

【原材料支給制度】 

大雨で水量が増えると
越水し，民家裏が水没 

現場打水路で施工 
 L=17.0m 

工事費 227,850 円 
交付額  91,100 円（4 割補助） 

施工前 施工後 施工中 



 
取組を進めていく中での課題・問題点 ～ ２つの制度が存在 

補助金制度と原材料支給制度が，別々の２つの制度として存在していたことから，住民にとって分か

りにくかった。 

創意工夫した点 ～ 地域施工支援事業の施行の経緯 

 北広島町では，きめ細やかな地域要望への対応を可能とするため，対象工事の拡大や事業の統合を図

るなど，地域の方が使いやすく分かりやすい制度に見直しを行った。 
 
 
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取組の成果（効果） ～ これまでの実績 

「広報きたひろしま」でのお知らせや職員に

よる周知により，年々当該制度の利用の要望が

高まっており，住民自らによる公共施設の維持

管理に対する意欲が向上している。 
 地域における道路や水路などの維持管理に

よって，豪雨時の被災も減少傾向にある。また，

補助対象事業とならない災害箇所についても，

早期に修復できる環境が整っている。 
 
 

今後の展開 ～ 町民へのＰＲによる更なる事業の拡大 

１ 町の広報や地区ごとの集会等を活用し事業周知を行う。 

２ １事業に対する補助金額の引き上げ要望があり，財政状況を考慮し検討する。 

他団体へのアドバイス ～ 維持管理を支える地域活力 

 地域の要望実現・支援のため，国又は県の補助事業を最優先に進めているが，補助事業とならない箇

所の要望を叶えるうえで，地域住民の生活を支えるインフラの維持管理を支援する当事業は，地域活力

向上に寄与している。 

 

            対 象：農道・林道・かんがい施設・土地改良事業・治山事業等 
          補助額：１事業につき１０万円限度補助金交付                 

   対 象：町道・農道・林道の軽微な維持修繕工事 
   補助額：承認工事に要する資材の原材料を支給 

            対 象：町道･農道･林道･かんがい施設･土地改良事業･治山事業等 
補助額：①１事業につき１０万円限度補助金交付 

②承認工事に要する資材の原材料又は機械借上料を支給 

統合改正 

建設事業補助金  
（平成１７年２月～） 

地域協働みちづくり 
応援事業 
（平成２３年４月～） 

地域施工支援事業 
（平成２４年４月～） 

（単位：件，千円）

年度　

　項目 件数 金額 件数 金額 件数 金額

道路･橋梁 6 584 6 588 12 1,164

水路 19 1,550 17 1,627 32 2,810

頭首工･ため池 4 309 3 285 0 0

農地（災害） 6 511 8 781 10 1,000

土地改良 6 574 20 1,717 15 1,404

治山（災害） 1 68 5 500 4 400

合 計 42 3,596 59 5,497 73 6,778

改正前 改正後

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度


